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乳に含まれるアフラトキシン M1 の取扱いについて 

 

  

 アフラトキシンを含有する食品については、「アフラトキシンを含有する食品の取

扱いについて」（平成 23 年３月 31 日付け食安発 0331 第５号）に基づき、総アフラ

トキシン（アフラトキシン B1、B2、G1 及び G2 の総和）が 10µg/kg を超えて検出され

た食品は、食品衛生法第６条第２号に違反するものとして扱っているところである。 

今般、薬事・食品衛生審議会における審議の結果、食品安全委員会の食品健康影響

評価、国際動向及び国内流通品中の含有実態を踏まえ、乳中のアフラトキシン M1（以

下「AFM1」という。）を、食品衛生法第６条第２号に基づき規制することは適当であ

るとの結論が得られた。 

ついては、今後、AFM1 を含有する乳については下記のとおり取り扱うこととしたの

で御了知の上、その運用に遺漏なきよう取り計らうとともに、関係者への周知方よろ

しくお願いする。 

 

記 

  

１ AFM1 を含有する食品の取扱い 

  AFM1 が 0.5µg/kg を超えて検出する乳は、食品衛生法第６条第２号に違反するも 

のとして取り扱うこと。 

  ただし、乳とは、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和 26 年厚生省令 

第 52 号）第２条第１項に規定するものをいう。 

 

２ 試験方法 

  AFM1 の試験については、別途通知する試験法により実施すること。 

 

３ 適用期日 

  本件は、平成 28 年１月 23 日より適用すること。 

  

都 道 府 県 知 事 
保健所設置市市長 
特 別 区 区 長 


